
個人情報ファイル簿

No 項目名

ファイル簿No．

1 個人情報ファイルの名称

2 機関の名称

3 担当部署

4 利用目的

5 記録範囲

6 記録項目

7 収集方法

8 要配慮個人情報

9 経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する特別の手
続等

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル）

令第２1条第７項に該当するファイル
■有　　□無

13 条例要配慮個人情報

14 備考

12 個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

含まない

-

10 開示請求等提出先
（名称）政策部情報管理課

（所在地）〒185-8501　国分寺市戸倉1-6-1

内容

選挙人名簿データファイル

国分寺市選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

公職選挙法に基づく選挙人名簿の調製及び登録者情報の管理のため

①満18歳以上の日本国民で転入届出から引き続き３か月以上市内に住所
を有する者
1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5DV等被害者支援措置情報、6世帯情
報、7転入届出日、8転出異動日又は転出予定日、9転入前住所、10転出先
自治体名又は転出先国名、11その他住民基本台帳における変更又は修正の
事由及びその事実発生日
②二重登録の通知又は照会の対象者
1氏名、2国分寺市内現住所又は最終住所、3通知元又は照会元自治体にお
ける現住所又は最終住所、4生年月日、5性別、6通知元自治体における転
入届出日又は照会元自治体における転出異動日
③選挙権及び被選挙権を有しない者
1氏名、2住所、3年齢、4生年月日、５本籍地、６転出前住所、７犯罪歴、８刑
名、９刑期等
④③の戸籍筆頭者
1氏名

①満18歳以上の日本国民で転入届出から引き続き３か月以上市内に住所
を有する者　②二重登録の通知又は照会の対象者　③選挙権及び被選挙権
を有しない者　④③の戸籍筆頭者

住基情報（市民課）、DV等支援措置情報（市民課）、戸籍情報（市民課）、他自
治体

含む

電算処理業務委託会社、二重登録照会のあった他自治体の選挙管理委員
会、公職選挙法第11条該当者の転出先自治体の選挙管理委員会

0055


